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情報公開・個人情報保護制度の
利用状況

　

情
報
公
開
制
度
は
、
町
が
持
っ
て
い
る
さ

ま
ざ
ま
な
町
政
情
報
を
知
り
た
い
時
に
、
町

民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
、
そ
の

情
報
の
閲
覧
や
写
し
の
交
付
を
行
う
も
の
で

す
。

　

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
町
の
保
有
す
る

個
人
情
報
の
開
示
や
訂
正
等
に
つ
い
て
、
個

人
の
権
利
・
利
益
の
保
護
を
図
り
、
公
正
で

信
頼
さ
れ
る
町
政
の
推
進
を
め
ざ
し
ま
す
。

　

各
制
度
の
平
成
21
年
度
の
利
用
状
況
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

政
策
企
画
課

　

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
７

○情報公開

実施機関 請求
件数 公開 部分

公開
非公
開 却下 不服

申立
町長（商工観光課） ８ ３ ５ ― ― ―
町長（税務課） ３ ３ ― ― ― ―
町長（生活衛生課） ３ ２ ― ― １ ―
町長（政策企画課） ３ １ ２ ― ― ―
教育委員会 ２ ― ２ ― ― ―
議会事務局 ２ ２ ― ― ― ―
公営企業管理者 １ １ ― ― ― ―

計 22 12 ９ ― １ ―

○個人情報保護

実施機関 請求
件数 開示 部分

開示
非開
示

不服
申立

公営企業管理者 ２ ２ ― ― ―
計 ２ ２ ― ― ―

　

４
月
か
ら
、
非
自
発
的
失
業
者
の
方
（
倒
産
・
解
雇
等

に
よ
る
離
職
、
雇
い
止
め
に
よ
る
離
職
な
ど
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
方
）
は
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
、失
業
（
離
職
）

か
ら
一
定
の
期
間
、
国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減
す
る
制
度

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

■
対
象
者
に
つ
い
て　

　

次
の
①
〜
⑤
全
て
に
あ
て
は
ま
る
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
。 

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
あ
る
こ
と

②
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
年
月
日
が
、
平
成
21

　

年
３
月
31
日
以
後
で
あ
る
こ
と 

③
離
職
日
に
お
い
て
、
65
歳
未
満
で
あ
る
こ
と 

④
該
当
者
の
給
与
所
得
が
ゼ
ロ
で
な
い
こ
と

⑤
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、「
離
職

理
由
コ
ー
ド
」
が
「
11
・
12
・
21
・
22
・
23
・
31
・
32
・

33
・
34
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

■
適
用
さ
れ
る
期
間
に
つ
い
て　

■
軽
減
の
算
定
方
法

　

対
象
者
の
前
年
所
得
の
う
ち
、
給
与
所
得
を
３
０
／

１
０
０
と
し
て
算
定
し
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
健

康
保
険
税
を
軽
減
し
ま
す
。（
給
与
以
外
の
所
得
、
対
象

者
以
外
の
被
保
険
者
の
所
得
、
対
象
期
間
外
の
所
得
に
つ

い
て
は
、
軽
減
対
象
外
と
な
り
ま
す
。）

■
届
出
に
必
要
な
も
の　

○
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証 

○
印
鑑

■
手
続
場
所　

　

税
務
課
お
よ
び
各
総
合
支
所
・
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課　

　

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

非
自
発
的
失
業
者
の
方
は
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す　

離職日の翌日から、翌年度末までとなります。
（例）

離職日 保険税の
軽減適用期間

  H21 年 3月 31日～
　　H22年 3月 30日

H22 年 4月分～
　H23年 3月分

  H22 年 3月 31日～
　　H23年 3月 30日

離職日の翌日の属
する月分～
　H24年 3月分

※再就職して国民健康保険以外に加入する場合　
　は、その時点までとなります。
※平成２１年度の国民健康保険税は対象となりま
　せん。 

　　

　
　社会保険等の任意継続被保険者であって、非自
発的失業者に該当する方は、申出により申出時以
降の社会保険等の定める日から、任意継続の被保
険者資格を取り消し、国民健康保険に加入するこ
とができます。
　非自発的失業者の適用により所得区分に変更が
生じ、かつ高額療養費に該当した場合には、健康
増進課からお知らせいたします。
◆手続場所　
　健康増進課および各総合支所・出張所
◆問い合わせ
　健康増進課　医療保険班　
　☎０８２０（７７）５５０２

ー　非自発的失業者の方へお知らせです　ー
国民健康保険の資格並びに高額療養費について


